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令和７年度 芽室町総合保健医療福祉協議会第 1回子育て部会 議事録 

 

1  開会 

児童係長 

少し時間は早いが、参加予定者がお揃いであることから、令和７年度第１回芽室町総合保健

医療福祉協議会子育て部会を開会する。なお、本日委員の欠席であるが、委員名簿１番目紺

野委員と３番目谷口委員から連絡をいただいた。早速であるが、白銀部会長よりご挨拶と以

降の進行をお願いする。 

 

部会長 

新聞にいじめの問題で記載があった。札幌市だけでなく管内町村でもそのような事案ある

とのこと。 

いじめの問題については、子育て支援部会も関係が無いようで大いに関係がある。いじめを

しないこどもを育成することが重要。子育て世帯は共働き世帯も多く、大変さはありながら

も、保護者が孤軍奮闘して子育てするのではなく、地域の様々なサポート体制があってこそ

子育てができるんだと実感してもらえるような取り組み・事業を行っていくことが必要。 

本日も慎重にかつスピーディーに進めていきたいので、よろしくお願いする。 

それでは、会議を議案に沿って進めていく。 

 

２  議題 

部会長 

議題（1）第２期芽室町子ども・子育て支援事業計画の進行管理について、事務局より説明

をお願いする。 

 

児童係長 

資料１全体説明の後、児童係から順に各係所管分の説明を抜粋して行う。 

 

部会長 

事務局からの説明に対し、委員の皆さまから質問はあるか。 

（質問意見なし） 

それでは、議題（２）こども誰でも通園制度実施及び事業者認可等について、事務局より説

明をお願いする。 

 

児童係長 
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資料２～４について説明。 

 

部会長 

事務局からの説明に対し、委員の皆さまからから質問はあるか。 

 

委員 

素晴らしい制度ができそうな気がする。これは全市町村による実施なのか。 

 

児童係長 

全市町村で実施。 

 

委員 

通常保育に影響はないのか。 

 

児童係長 

通常保育の受入定員に影響がないよう、通常保育とは別枠で定員を設けて実施予定である。 

 

委員 

保育施設では保育士の確保が難しいという声をよく聞くが、こども誰でも通園制度が始ま

るとより保育士の確保が重要になるが、その点いかがか。 

 

児童係長 

実施施設とは、現状対応可能な範囲から始めていくことで協議している。 

 

委員 

親の中には特に預ける気はないという親もいると思うが、これは強制的なものなのか。親の

考えとかは関係なく進められるのか。 

 

児童係長 

本制度は希望制であり、利用したい保護者の申請が必要である。 

 

委員 

例えば近隣市町村の保育所に預け、働きに行って、帰りにスーパーで買い物してからお迎え

に行くことも可能か。 

 

児童係長 
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利用するための理由は不要。そのような場合も利用可能である。 

 

委員 

感想になるが、こどもが乳幼児の時には心に余裕がなくバタバタな状態であったが、保護者

の理由がなく一時的に預けられる制度があると非常に良いと思う。 

 

委員 

面積要件も十分にクリアし、こどもたちの過ごす環境として広い場所があるということは

良いと思う。ただし、提供時間や提供日について保護者がうまくマッチングできるのかなと

少し思った。 

 

部会長 

運用する中で使いやすいように調整していくことは必要だと思う。 

他に御意見がなければ、事務局から説明のあったとおり、めむろかしわ保育園と芽室幼稚園

をこども誰でも通園制度の実施施設として、認可及び確認の手続きを進めることに異議は

ないか。 

（異議なし） 

それでは、事務局は認可及び確認の手続きを進めてください。 

議題は全て終えたが、全体を通して質問はあるか。 

 

委員 

こども誰でも通園制度に関して、追加で質問したい。資料に「町民限定ではない」と記載が

あるが、利用手続きはどのような手順なのか。預けるこどもの特性などを実施する園に伝え

きれるのか、ということも懸念している。 

 

児童係長 

利用手続きは、利用を希望する保護者は住んでいる自治体に利用認定の申請を行う。自治体

は利用認定証を交付するが、その証には、児童の名前などのほか、障がいなどの状態がある

か、生活保護世帯であるかなどが記載されている。保護者は認定証をもって、希望する施設

に事前面談の予約を行う。事前面談ではこどもの特性やアレルギーなど、詳細を施設にお伝

えする場である。その後、実際の予約のうえ利用する流れである。 

 

３  閉会 

部会長 

事務局より事務連絡をお願いする。 
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児童係長 

次年度の会議開催スケジュールについてであるが、次年度は委員改選の年度となる。子育て

部会においては、第 3 期計画初年度の進行管理が議題となる予定である。11 月頃の開催を

予定しており、委員になられた皆様においては事前に通知する。事務局からは以上である。 

 

部会長 

それでは、令和７年度芽室町総合保健医療福祉協議会 第 1回子育て部会を閉会する。スピ

ーディーに進行いただき感謝する。 

 

19:00 閉会。 


